
寒河江市原油価格物価高騰等影響緩和一時支援金 
原油価格及び物価の急激な高騰の影響に伴い利益が減少し、厳しい経営 
環境に置かれている中小企業者を支援します！ 

 

【対象事業者】次のいずれにも該当する事業者 

 

⑴ 市内に本社又は本店がある中小企業者（以下参照） 

業 種 資本金の額 常時使用する従業員数 

製造業、建設業、運輸業 

その他（下記以外）の業種 
３億円以下 ３００人以下 

卸売業 １億円以下 １００人以下 

サービス業 ５千万円以下 １００人以下 

小売業 ５千万円以下 ５０人以下 

    ※「資本金の額」又は「常時使用する従業員数」のいずれかが該当すること 

  ※複数の事業者の所在地が同一の建物に所在し、代表者が同一人物、親子又は配偶者であ 

   る場合は１事業者とみなし、代表する１事業者からの申請のみ受け付けるものとする 

⑵ 主たる事業が別表「業種一覧」に掲げる業種の事業者 

 

⑶ 令和４年３月以前から事業を開始している事業者で今後も事業継続の意思がある

こと（令和４年１月～３月までに事業を開始した事業者については、寒河江市商工

会の経営指導を受けていること） 

 

 ⑷ 年間売上金額が 100 万円以上の事業者 

  ※年間売上金額とは…直近の確定申告書又は住民税申告書における年間売上金額をいいま

す。ただし、事業開始後間もないことにより申告における事業月数が１２に満たない場合

又は申告時期をむかえていない場合は、以下の計算式により算定した金額を年間売上金額

とします。 

    《計算式》１月当たりの売上金額の平均額×１２月 

 

 ⑸ 令和４年４月から令和４年９月までの間の連続する任意の３か月（算定対象期間）

の売上金額に対する利益率が令和元年から令和３年までの同時期（比較対象期間）

と比較して５％以上減少した事業者 

    ※事業開始後間もないことにより比較対象期間が３か月に満たない場合は、事業を開

始した日から算定対象期間の前日までのうち、連続する３か月の利益率と比較。 

 

   比較対象期間の利益率 － 算定対象期間の利益率 ＝５％以上減少 

 

◎ 売上に対する利益率（％）＝ 

（収入金額（売上等）－ 売上原価（仕入）－ 影響対象経費）／収入金額×100 

    ※影響対象経費とは 

（荷造運賃費、水道光熱費、消耗品費、修繕費・外注工（人件費相当分を除く）、 

その他経費（事業で使用する車両のガソリン代等） 



 

 ⑹ 性風俗関連特殊営業及び暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与している事業

者でないこと。  

 

 ⑺ 市税等の滞納がない（納税相談を含む） 

 

 ⑻ 令和４年度寒河江市燃油価格高騰支援給付金又は令和４年度寒河江市農業経営緊

急応援事業（応援金給付事業）の給付を受けていない又は受ける予定がない。 

【支援金の額】   

年間売上金額 
支援金の額 

個人事業主 法人 

100 万円以上 5,000 万円未満 ５万円 １０万円 

5,000 万円以上１億円未満 ７万円 １５万円 

１億円以上 １０万円 ２０万円 

【申請書類】 

⑴ 寒河江市原油価格物価高騰等影響緩和一時金交付申請書兼請求書（様式第１号） 

 ⑵ 一時支援金利益率減少計算書（様式第２号） 

 ⑶ 支援金振込先口座の通帳の写し（口座番号・名義（カタカナ）で表示されている

ページ） 

 ⑷ 確定申告書又は住民税申告書の写し 

  《法人》①確定申告書別表一の写し ②法人事業概況説明書の写し 

  《個人：青色申告》①確定申告書第一表の写し ②所得税青色申告決算書の写し 

  《個人：白色申告》①確定申告書第一表の写し ②収支内訳書の写し 

  《個人：住民税申告》①市民税・県民税申告書の写し ②収支内訳書の写し 

※事業開始後、まだ申告時期をむかえていない事業者については  

法人…履歴事項全部証明書の写し 個人事業主…開業届出書の写し 等 

 ⑸ 算定対象期間と比較対象期間の売上金額及び影響対象経費が確認できる資料 

               （売上台帳や帳簿など対象経費が確認できるもの） 

   

※申請書等様式は市ホームページからダウンロードできます。 

 

◆提出期限  令和４年１２月２８日（水） 

◆提 出 先 〒９９１－８５５５ 寒河江市中央一丁目８番３８号 

お問合せ   寒河江市緊急経済対策事業実行委員会 
   寒河江市商工会  ☎０２３７－８６－１２１１   

 

【お問合せ】 

〒９９１－８６０１ 寒河江市中央一丁目９番４５号 

寒河江市商工推進課商工振興係 ☎０２３７－８５－１４９２              


